
「量の見込み」「確保方策」ワークシートについて 

 

 

１ 概要 

 子ども・子育て支援事業計画に掲載する、法定の 13 事業について、アンケート調査結果や現状

のニーズをとらえ、事業量の見込みを算出し課題と方向性を整理した上で、各事業の確保方策（案）

を提示するものです。 

 

２ ワークシートの見方 

 ①事業名：事業名を掲載 

 

 ②事業の概要：事業概要の内容（対象児童、利用時間、利用料金等）や各事業の現在の実績、

現状、平成 26 年度予算、根拠法令及び担当課等を記載 

 

 ③事業量の実績と見込み：平成 21 年度～25 年度までの実績値及び、アンケート調査結果等よ

り算出された平成 27 年度～平成 31 年度までの事業量の見込み値をグラフによって記載。

なお、見込み値を算出するに当たり、調査結果と現状との乖離が見られる場合は見込み値

の補正をしているため、補正をした場合、グラフの下段に補正内容及びその理由を記載。 

※見込み量の算出方法 

アンケート調査結果から算出された事業量の見込みの数値と現状との乖離が見られる

場合は、見込み値の補正を実施。なお、補正の内容・理由については次のとおり。 

（１）保育所（ワークシート（１）） 

【補正の内容】 
・現状の人口の中に占める保育所利用をしている方の割合を推計人口に乗じて算出。 
各年の推計人口×（平成 25 年 4月 1 日現在の保育所・認定こども園・認証保育所の
利用者数/平成 25 年 4月 1 日現在の 3～5歳児の人口） 

【補正の理由】 
・平成 21年度～25 年度の実績値（市内の認可保育所の 4月 1日現在の入所児童数）
は 762 人から 802 人と推移しており、平成 27 年度の見込み量、631 人にまで、利用
者が減少するとは考えられない。 

・アンケートの結果では、問 15-1 で得られた保育所等を現在利用している方の割合に
比して、問 16 で定期的に保育所等を利用したいと回答した方の割合（利用意向率）
が低かった。しかし、現実には現在保育所を利用している方は今後も利用すると思
われるので補正が必要である。 

 

（２）放課後児童健全育成事業（ワークシート（４）） 

【補正の内容】 

・アンケート問９で「１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」と回答した者を

除いて算出した利用意向率を用いて算出。 

【補正の理由】 
・平成 21 年度から 25 年度の入所児童数は減少傾向にあり、平成 25年度の実績値（低
中学年 387 人）と平成 27 年度の量の見込みが大きく乖離した。 

・実績値から、日常的に親族にみてもらえる児童、不定期利用希望の児童については、

利用者負担のない放課後子ども教室（ふっさっ子の広場）を利用するものと考えら

れる。 

資料 ３ 



（３）地域子育て支援拠点事業（ワークシート（６）） 

【補正の内容】 
 アンケート問 15-1 で平日の教育・保育事業について「３．認可保育所」を定期利用
していると回答した者を除いて算出した利用意向率を用いて算出。 

【補正の理由】 
・平成 21年度～平成 25年度の児童館、認可保育所での利用者数の実績値に比して、
平成 27 年度の量の見込みが大きく乖離した。 

・補正前の平成 27 年度の見込みは推計児童数から計算すると０歳児～２歳児の乳幼児
全員が月 3回利用する高いものとなっている。 

・実際には、保育所に平日通所している児童は、当事業の参加が見込まれないと考え
られる。 

 
（４）一時預かり事業（ワークシート（７）） 

【補正の内容】 
 アンケート問 15-1 で平日の教育・保育事業について「３．認可保育所」を定期利用
していると回答した者を除いて算出した利用意向率を用いて算出。 

【補正の理由】 
  認可保育所利用者が地域子ども・子育て事業の一時預かりを利用することはないと
考えられる。 

 
（５）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（ワークシート（９）） 

【補正の内容】 
・平成 25年度の利用実績は平成 25 年 10 月～平成 26 年 3月までの半年間であったた
め、１年間利用したと想定し、その割合（２倍）を推計人口に乗じて算出。 

【補正の理由】 
・平成 25年 10 月から開始している事業であり、半年間の利用実績では量の見込みが
算出できないため。 

 

 ④確保方策（案）：③の見込み値及び⑥の確保方策の方向性等を基に、各事業における今後の確

保方策の値を記載 

 

 ⑤アンケート等からとらえた現状とニーズ：調査結果からとらえた現状及びニーズを記載 

 

 ⑥確保にあたっての課題・確保方策の方向性：課題及び確保の方向性を記載 
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福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

保
育
所 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

・「保育所保育指針」に基づき、日々保護者の委託を受

けて、「保育に欠ける」乳児又は幼児を保育する。 

【対象児童】 

・生後 57日から小学校就学前までの「保育に欠ける」

児童 

【「保育に欠ける」基準】 

・就労、疾病等により、児童の保護者のいずれもが当該

児童を保育することができないと認められること。 

【利用時間】 

・月～土曜日 7：00～18：00（19：00（一部保育所は

20：00）まで延長保育あり） 

【利用料金（月額）】 

認可保育所（第 1子） 

・３～５歳児 ０～27,100 円（所得に応じて設定） 

・０～２歳児 ０～47,000 円（所得に応じて設定） 

・第２子 50％減額 

・第３子 無料 

・認証保育所、認定こども園は施設によって保育料を設

定している。 

イ．現状 

・人口は減少しているが、保育所利用者は増加している。 

・平成 26年 4月現在、市内には認可保育所（13か所）

があり、定員は 1,280 人となっている。 

・認証保育所（２か所）定員 56 人、認定こども園（1

か所）定員 57人となっており、これらを合わせると

保育所 16か所の定員は 1,393 人となっている。 

ウ．平成 26 年度予算 2,103,627 千円 

・保育所運営費、民間保育所等振興費：事業者に対して

補助 

・認可外保育所利用者補助：市民に対して補助 

エ．根拠法令 

・児童福祉法（第 39 条） 

・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

オ．担当課：子ども育成課 

 

② 事業の概要 

・未就労の母親の就労希望は、「1年より先、一

番下の子どもが（ ）歳になったころに就労

したい」が 47.0％と最も高く、次いで「すぐ

にでも、もしくは１年以内に就労したい」が

19.9％（50件＝母親全体の 8.3％）となって

いることから、母親全体の 8.3％が保育所の

潜在ニーズといえる。 

・平日の教育・保育施設を利用していない理由

は、「子どもがまだ小さいため（ ）歳くら

いになったら利用しようと考えている」が

51.6%、「利用したいが、保育・教育の事業に

空きがない」は、6.2％となっている。 

・育児休業の取得期間については、「300～400

日」が 28.2％と最も多く、次いで「101～200

日」15.3％、「201～300 日」13.6％となって

いる。 

 

・０歳～２歳においては、母親の就労状況等で

保育ニーズが発生する可能性があることか

ら、特に育休明けの１歳はニーズに対応でき

るように確保する必要がある。 

・１、2 歳児については定員を上回る見込みで

あり、定員の弾力的運用による受入も可能で

はあるものの、ゆとりのある保育を実現する

ためには、定員内での保育の実施が必要であ

る。そのためには、認可保育所の分園か地域

型保育所１か所の設置、既存施設の改修時の

増築等で対応する必要がある。 
・３～５歳児の保育ニーズは現行の認可保育

所、認定こども園、認証保育所の定員で確保

できると思われる。 

単位：人 

④ 確保方策（案） 

⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

※実績値は各年度４月１日現在の認可保育所、認定こども園、認証保育所の在籍児数 

 

※見込み量の算定方法 

【補正の内容】 

・現状の人口の中に占める保育所利用をしている方の割合を推計人口に乗じて算出。 

各年の推計人口×（平成 25 年 4月 1日現在の保育所・認定こども園・認証保育所の利用者数/ 

平成 25 年 4月 1日現在の 3～5歳児の人口） 

 

【補正の理由】 

・平成 21 年度～25 年度の実績値（市内の認可保育所の 4月 1日現在の入所児童数）は 762 人から 802 人

と推移しており、平成 27 年度の見込み量、631 人にまで、利用者が減少するとは考えられない。 

・アンケートの結果では、問 15-1 で得られた保育所等を現在利用している方の割合に比して、問 16 で定

期的に保育所等を利用したいと回答した方の割合（利用意向率）が低かった。しかし、現実には現在保

育所を利用している方は今後も利用すると思われるので補正が必要である。 
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平成 
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１号 

認定 
－ － － － － － 463 436 421 427 416 

２号 

認定 
－ － － － － － 79 75 72 73 71 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼
稚
園 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

・「幼稚園教育要領」に基づき、幼児期の学校教育

を行う。 

【対象児童】 

・満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼

児 

【利用時間】 

・標準的な教育時間・・・４時間（10時～14 時） 

・教育時間終了後等に、預かり保育や教育活動（剣

道、英語、絵画教室等）を実施 

【利用料金】 

・施設ごとに異なる保育料・入園料等を設定 

月額 22,000 円～24,500 円 

イ．現状 

・市内に認可幼稚園が４か所あり、定員は 983 人

となっている。 

・各幼稚園では送迎専用バスを所有し、広範囲の

児童を受入れている。 

・就労状況の多様化や人口減少に伴い、幼稚園の

利用は減少している。 

・市外の幼稚園に通園する児童も一定数存在する。

（平成 25年 71 人） 

・保護者の経済的負担軽減を図るため、保育料の

補助を実施している。（私立幼稚園園児保護者負

担軽減補助金、幼稚園類似幼児施設保護者負担

軽減補助金、幼稚園就園奨励費補助金） 

ウ．平成 26 年度予算 98,703 千円 

エ．根拠法令 

・学校教育法（第 3章） 

・幼稚園設置基準 

 

オ．担当課： 子ども育成課 

 

 

② 事業の概要 ⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・現在、利用している、利用していないにか

かわらず、平日の教育・保育の事業として、

「定期的に」利用したいと考える事業につ

いて、現在「利用している」と回答した方

と「利用していない」と回答した方で比較

すると、「利用している」では「認可保育所」

57.0％、「幼稚園」40.0％の割合が高くなっ

ている。また、「利用していない」と回答し

た方は「幼稚園」60.9％、「認可保育所」

45.3％、「認定こども園」19.3％と希望する

割合が高くなっていることから、幼稚園を

利用したいニーズは高いことがわかる。 

・アンケート調査結果からも、幼稚園の根強

いニーズがあることから、各幼稚園では、

３～５歳の教育事業のほか、３歳未満の児

童を対象とした事業（保育、学級、園庭開

放及び体験入学）等を、積極的に展開する

必要がある。 

・2号認定の子どもの幼稚園への通園が一定

数見込まれることから、預かり保育の充実

を図ると伴に、保育所機能を持った認定こ

ども園への移行が望まれている。 

単位：人 

④ 確保方策（案）  

※実績値は各年度５月 1日現在の在籍児数（市外の幼稚園含む） 
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【見込み量の算定方法】 

※国手引きに基づき算出 

※１号認定：３～５歳の子どもで、保護者が幼稚園へ通園を希望する子ども。 

※２号認定：３～５歳の子どもで、保護者のいずれもが就労しているが、保護者が幼稚園へ通園

を希望する子ども。 
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時間外 － － － － － － 322 316 308 306 292 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時
間
外
保
育
事
業 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

・保護者の就労形態の多様化などにより、18 時以

降も保育を必要とする児童に対し、時間外保育

を実施する。 

【対象児童】 

・保育所に入所している児童で、18：00 以降の時

間の保育を必要としているもの 

【利用時間】 

・18：00～19：00（一部保育所は 20：00） 

【利用料金】 

・1時間延長 3,000 円（月額） 

・2時間延長 6,000 円（月額） 

※生活保護世帯等は軽減措置あり。 

 

イ．現状（市内認可保育所） 

・１時間延長  13 か所 

・２時間延長  ２か所 

この他に、市内認証保育所（２か所）は 7：00

～20：00 の 13 時間開所を行っている。 

・認可保育所における１時間延長保育の利用状況

は、平成 25 年度は年間 20,771 人、２時間延長保

育は年間 110 人が利用している。 

 

ウ．平成 26 年度予算 27,007 千円（保育所運営費） 

 

エ．担当課：子ども育成課  

 

 

② 事業の概要 ⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・平日に定期的に利用している教育・保育の

事業の利用希望終了時間は「17 時台」が

20.6％と最も高く、次いで「18 時台」が

16.5％、「16時台」が 15.3％となっている。

また、「19時台」3.7％、「20 時台」1.1％と

利用希望は低くなっている。さらに、「21

時台」が０％ということから、３時間以上

の延長保育の利用希望は無い。 

・市内の保育所において延長保育を行い、18

時以降の保育需要への対応を図る。 

・延長保育については、１日当たりの延長保

育希望者は 322 人であるが、アンケート結

果から 20時までの利用希望は少ない。その

ため現状の施設、開所時間でのニーズの確

保は可能であると思われる。 

・現在市内の認可保育所２園、認証保育所２

園で、20時までの保育の受入れをしている

が、ニーズは多くないと思われる。しかし、

今後利用者のニーズを注視しながら見直し

を行うことが必要である。 

 

単位：人 

④ 確保方策（案）  

N = 437 ％
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※実績値は各年度４月１日現在の認可保育所の延長保育の登録児童数 
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実績値 見込み値

【見込み量の算定方法】 

※国手引きに基づき算出 

※日常的な預かりができる親族がいる場合はニーズから控除 
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

１～４

年生 
－ － － － － － 

619 619 619 619 619 

５・６年

生 
－ － － － － － 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

・保護者が就業等により昼間家庭にいない児童を対象

に、授業が終わった後の遊びや生活の場を提供し、指

導員の活動支援のもと児童の健全育成を図る。 

【対象児童】 

・小学校１～４年生の児童（障害のある児童は６年生ま

で） 

【開所日と開所時間】 

・月～金 下校時～18：00（延長時間：19：00 まで） 

・土曜日または学校の休業日 8：30～18：00（延長時

間：8：00～8：30 と 18：00～19：00） 

【育成料】 

・月額 4,000 円 

・延長育成料 一時利用 300 円 

       定期利用 500～2,000 円（月額） 

イ．現状 

・平成 22年度に２クラブを増設し、平成 22年度以降の

受入れ可能数を 619 人としている。 

・入所者数をみると、平成 21年度に「放課後子ども教

室（ふっさっ子の広場）」を全小学校に開設したこと

により、平成 21 年と比較すると平成 25年では、入所

児童数が約 100 人減少している。 

・施設数：指定管理者による委託 ４か所、 業務委託 ８

か所 

・受入れ可能数別でみると、70 人以上２クラブ、60 人

以上２クラブ、50人以上４クラブ、41人以上は１ク

ラブ。 

ウ．国の動向 

・おおむね 40人規模のクラブへの移行を促進している。 

・小学校６年生までを受入れ対象としている。 

エ．平成 26 年度予算 127,857 千円 

オ．根拠法令 

・児童福祉法（第 34 条の８） 

・児童福祉施設の整備及び運営に関する基準 

カ．担当課：子ども育成課 

 

② 事業の概要 

単位：人 
⑤ 確保方策（案）  

④ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・就学前児童調査における放課後（平日の小

学校終了後）の時間の過ごさせ方について、

低・中学年（１～４年生）のうちは、「ふっ

さっ子の広場」57.8％と最も高く、次いで

「習い事」49.0％、「学童クラブ」48.0％と

なっており、利用希望は高くなっている。

高学年になると、「習い事」が 72.5％、「自

宅」が62.7％、「ふっさっ子の広場」が42.2％

となっており、「学童クラブ」17.6％であり、

希望の上位には入ってこない。 

・就学児童調査においては、低・中学年の利

用希望は 30.6％となっており、就学前児童

調査 48.0％より、17.4 ポイント下がってい

る。 

・学童クラブが６年生まで利用となった場合

の利用希望は、24.0％となっており、就学

前調査 17.6％と比べ高くなっている。 

・「ふっさっ子の広場」の定着により学童クラ

ブが減少している現状と、ニーズ調査によ

る「ふっさっ子の広場」へ利用希望が非常

に高いことから、学童クラブへの入所見込

みについては、減少傾向が続くとみられる。 
・新基準のもと、質の向上に努める。特に、

国の推進する 40 人規模のクラブへ向け、検

討する必要がある。 
 

※実績値は各年度５月１日現在（平成２６年度は４月１日現在）の在籍児童数 

 

 

※見込み量の算定方法 

【補正の内容】 

 アンケート問９で「１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」と回答した者を除いて算出した利

用意向率を用いて算出。       

  

【補正の理由】 

・平成 21 年度から 25 年度の入所児童数は減少傾向にあり、平成 25 年度の実績値（低中学年 387 人）と

平成 27 年度の量の見込みが大きく乖離した。 

・実績値から、日常的に親族にみてもらえる児童、不定期利用希望の児童については、利用者負担のな

い放課後子ども教室（ふっさっ子の広場）を利用するものと考えられる。  

       

719 709 707 
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平成
31年度

(人）

就学前調査：１～４年生（補正前） 就学前調査：１～４年生（補正後）

就学前調査：５・６年生（補正前） 就学前調査：５・６年生（補正後）

就学調査：１～４年生 就学調査：５・６年生

実績値 見込み値
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

ショート

スティ 
－ － － － － － 170 167 162 161 154 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子
育
て
短
期
支
援
事
業
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
） 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

保護者が疾病、出産、看護、冠婚葬祭、心身のリ

フレッシュ等の理由で、家庭で一時的に養育が

困難な場合、短期的に預かる。（宿泊も可） 

【対象児童】 

市内在住する生後57日から小学校就学前の乳幼児 

【利用期間】 

１回につき原則として７日以内 

【利用料金】 

 宿泊保育 4,000 円/１日 

 日中保育 3,000 円/１日 

   （１日の利用時間が 11時間未満） 

      4,000 円/１日 

   （１日の利用時間が 11時間以上） 

※生活保護世帯等は軽減措置あり。 

 

イ．現状 

・4市 2町（福生市、青梅市、羽村市、あきる野市、

瑞穂町、日の出町）が統一した内容で東京恵明

学園と委託している。 

 

ウ．平成 26 年度予算 1,544 千円 

 

エ．根拠法令 

・児童福祉法（第 34 条の９） 

 

オ．担当課： 子育て支援課 

 

 

② 事業の概要 

単位：人日 

④ 確保方策（案）  

⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

【就学前児童調査】 

・この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、

保護者・家族の病気など）により、宛名の

お子さんを泊りがけで家族以外にみてもら

わなければならないことはあったかについ

て、短期入所生活援助事業（ショートステ

イ）を利用したと回答した人はいなかった。 

・仕方なく子どもを同行させたが 11.4％、仕

方なく子どもだけで留守番をさせたが

0.9％となっていることから、潜在的ニーズ

はあるといえる。 

 

・現在、委託先との契約内容で、ニーズに対

する対応が可能である為、引き続き委託して

いく。 
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実績値 見込み値

【見込み量の算定方法】 

※国手引きに基づき算出 
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

箇所 － － － － － － 5 5 6 6 6 

利用者 － － － － － － 2,944 3,006 2,941 2,867 2,694 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（６） 

 

-* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

・小学校就学前の児童とその保護者が集まり、一

緒に遊びながら交流するふれあいの場を提供す

るとともに、子育てに役立つ情報をお知らせす

るほか、子育てに関する悩みについての相談と

助言を行う。 

【対象者】 

・小学校就学前の児童とその保護者 

【利用料金】 

・無料 

 

イ．現状 

・市内の児童館３館と認可保育所１か所で実施。 

 

ウ．平成 26 年度予算 96,328 千円（児童館等施設

指定管理委託） 

 

 

エ．根拠法令 

・児童福祉法（第 34 条の 11） 

 

 

オ．担当課： 子ども育成課 

 

 

② 事業の概要 

単位：人日/月 

④ 確保方策（案）  

⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・地域子育て支援拠点事業について、今は利

用していないが、できれば今後利用したい、

あるいは、利用日数を増やしたいと思うか

について、「利用していないが、今後利用し

たい」が 28.5％となっており、現状の利用

状況（23.2％）と比べ、5.3 ポイント差とな

っていることから、ニーズがあることがわ

かる。 

・０歳は、今後利用したい、すでに利用して

いるが利用回数を増やしたいという希望が

７割近く占めていることから、地域子育て

支援拠点事業に対する保護者の関心の高さ

が窺える。 

・利用していないが、今後利用したいと回答

とした人で、１ヶ月当たり利用希望回数「１

回～２回」が最も高くなっていることから、

ニーズとして週に１日もしくは２週に一度

の利用を希望されていることがわかる。 

 

・見込みの値が高く出ていることから、実施

場所数が４か所あるが、実施場所を増やす

対策が必要であるため、認可保育所１か所

に開設を検討する。 

・ニーズの高さから、開設時間の延長及び専

任職員の配置等による事業の拡充や、子育

て親子活動の場を公共施設等の適した場所

１か所に増設することの検討が必要であ

る。 

 

※実績値は児童館の就学前児童の利用者数 

 

 

※見込み量の算定方法 

【補正の内容】 

 アンケート問 15-1 で平日の教育・保育事業について「３．認可保育所」を定期利用していると回答した

者を除いて算出した利用意向率を用いて算出。 

        

【補正の理由】 

・平成 21 年度～平成 25 年度の児童館、認可保育所での利用者数の実績値に比して、平成 27 年度の量の見

込みが大きく乖離した。 

・補正前の平成 27 年度の見込みは推計児童数から計算すると０歳児～２歳児の乳幼児全員が月 3回利用す

る高いものとなっている。 

・実際には、保育所に平日通所している児童は、当事業の参加が見込まれないと考えられる。 

3,489 3,563 3,487 3,399 
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2,694
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地域子育て支援拠点事業（補正前） 地域子育て支援拠点事業（補正後）

実績値 見込み値
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

１号 

幼稚園 
－ － － － － － 9,055 8,535 8,234 8,351 8,132 

２号 

幼稚園 
－ － － － － － 12,778 12,044 11,620 11,785 11,475 

上記

以外 
－ － － － － － 7,510 7,739 7,582 7,359 6,883 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
時
預
か
り
事
業 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

（１）幼稚園 

ア．内容及び現状 

【概要】 

・通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護

者の要請に応じて、希望する者を対象に実施する。 

【対象児童】・在園児 

【利用時間】 

・月～金（通常時）：8：00～9：00（一部未実施の園あり） 

・教育時間終了後～18：00 

・長期期間中については園によって異なる 

【利用料金】・園によって異なる 

イ．担当課：子ども育成課 

 

（２）保育所 

ア．内容 

【概要】 

・保護者の病気や入院・育児疲れ・冠婚葬祭等により、家庭

での保育が一時的に困難となった乳幼児を対象に、保育所

において一時的に預かり、必要な保育を実施する。 

【対象児童】 

・０歳から小学校就学前までの児童 

※０歳は園によって受入れ月齢が異なる 

【利用限度】・週３日以内 

【利用時間】 

・月～土曜日 7：00～18：00（このうち１日８時間以内） 

【利用料金】 

・１日 2,500 円 ※保護者の状況により免除となる場合あ

り 

イ．現状 

・市内の認可保育所 12か所で、入所可能な範囲内（空

き定員、空きスペース）にて受入れを行っている。 

・市内認可保育所１箇所で専用室にて受入れている。 

ウ．平成 26 年度予算 4,452 千円（保育所運営費） 

エ．根拠法令令 

・児童福祉法（第 34 条の 12） 

オ．担当課：子ども育成課 

② 事業の概要 

単位：人日/年 

④ 確保方策（案）  

⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、

親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用

している事業はありますかという問いについて、

「利用していない」が 83.8％と最も高いが、残り

の 16.2％の保護者は一時預かり事業を必要として

いることがわかる。 

・利用している事業のうち、「幼稚園の預かり保育」

が 10.2％と最も高いことから、教育時間終了後の

一時預かりのニーズがうかがえる。 

・「利用していない」と回答した方で、その理由とし

て、「特に利用する必要がない」が 76.7％と最も高

いが、「事業の利用方法（手続き等）がわからない」

が 12.2％あることからも、利用方法の周知が必要

であることがわかる。 

・２号認定の幼稚園の利用者はニーズにかかわらず、

「幼稚園の預かり保育」を利用すると想定されてい

ることから見込み量が増大している。 

 

・ニーズは現行の空きスペース等を利用した

認可保育所では確保ができないと考えられ

る。そのため、ファミリー・サポート・セ

ンターでの受入れや、新制度における地域

型保育事業等で対応していくことの検討が

必要と思われる。 

 

 
 
 

 

 

※見込み量の算定方法 

【補正の内容】 

 アンケート問 15-1 で平日の教育・保育事業について「３．認可保育所」を定期利用していると回答

した者を除いて算出した利用意向率を用いて算出。    

    

【補正の理由】 

  認可保育所利用者が地域子ども・子育て事業の一時預かりを利用することはないと考えられる。 
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幼稚園における一時預かり ２号認定の幼稚園の定期的利用

保育所等（補正前） 保育所等（補正後）

実績値 見込み値
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

就学前 － － － － － － 1,564 1,537 1,494 1,484 1,418 

小学生 － － － － － － 267 256 254 246 228 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病
児
病
後
児
保
育
事
業 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

・児童が病気の回復期にあり、集団生活に戻るに

は心配、あと何日かどこかで看てほしいという

時に、児童を常勤の看護師等及び保育士がいる

病後児保育室で預かる。 

【対象児童】 

・次のいずれにも該当する児童 

 ①市内に住所を有する生後６ヶ月～小学校３年

生 

②保育園又は学童クラブに通所している児童 

【利用時間】 

・月～金曜日（祝日・年末年始を除く）８～17時 

【利用料金】 

①保育料 １日 2,500 円 

      ４時間以下 1,600 円 

※生活保護世帯等は軽減措置あり。 

 ②給食代・おやつ代  350 円 

 

イ．現状 

・平成 20年 11 月に開設した福生保育園内の病後

児保育室と平成25年4月に開設したすみれ保育

園病後児保育室の 2か所で実施している。 

・病気の子や保育中、体調不良児となった子を受

入れる「病児保育」は未設置。 

 

ウ．平成 26 年度予算 17,745 千円 

 

エ．根拠法令 

・児童福祉法施行規則（第 19条第 1項） 

 

オ．担当課： 子ども育成課 

 

 

② 事業の概要 

単位：人日/年 

④ 確保方策（案）  

⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・この１年間に、お子さんが病気やケガで通

常の事業が利用できなかったことはあるか

との問いについて、「あった」が 71.9％とな

っている。その対処方法として、病児・病

後児の保育を利用した人は 2.9％とごかく

わずかであり、多くが「母親が休んだ」と

71.3％と回答していることから、多くの保

護者は緊急的に家庭での保育を実施してい

ることがわかる。 

・「できれば病児・病後児のための保育施設等

を利用したい」との回答は 34.6％と高い。

また母親の就労状況別でみると、フルタイ

ム就労者の回答は「できれば病児・病後児

保育施設等を利用したい」が 40.3％と高い

ことから、ニーズがあることがわかる。 

 

・病児保育室を市内の医療機関に設置し、ニ

ーズ量が多いと推測される病児保育事業の

早期実施が望ましい。 

 

※実績値は認可保育所の病後児保育の年間延利用者数 

 

 

※国の手引きに基づき算出 
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85 
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

ファミ 

サポ 
－ － － － － － 303 291 289 280 259 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
）
（
就
学
児
） 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 

ア．内容 

【概要】 

・「子育ての手助けをしてほしい方（依頼会員）」

と「子育ての手助けが出来る方（提供会員）」が

会員となり、地域で助け合いながら子育てをす

る会員組織（有償ボランティア）。ファミリー・

サポート・センターにはアドバイザーを配置し

援助活動の調整をする。 

【対象】 

・市内に居住または在勤し生後 57日から小学校６

年生までの児童の保護者及び市内に居住し心身

共に健康な 20歳以上の方 

【利用時間】6時～22 時 

【利用料金】700 円～900 円 

 

イ．現状 
会員数：依頼会員 57 人、提供会員 38 人、両方会員
4 人         

 

ウ．平成 26 年度予算 2,801 千円 

 

エ．根拠法令 

・児童福祉法（第 21 条の９） 

 

オ．担当課： 子育て支援課 

 

 

 

② 事業の概要 

単位：人日/年 

④ 確保方策（案） 

⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・平成 25年 10 月より事業開始の為、調査時

点でのニーズが上がって来なかったと推測

される。 

・平成 21年から平成 25年 9 月まで、社会福

祉協議会で行っていた類似サービスの実績

を踏まえ、今後、市民への周知を徹底する

ことでニーズが出て来ると考えられる。 

 

 

・平成 25年 10 月からスタートした事業であ

るため、引き続き市民への事業の周知徹底が

必要がある。 

・支援体制の充実を図るため、平成 26 年度以

降も事業説明会（月 1回）、提供会員の講習

会（年 2回）を継続して実施し、提供会員を

増やしていく必要がある。 

 

※実績値は平成 25 年 10 月～平成 26 年 3月の小学生の利用者数（小学生のみ） 

 

 

※見込み量の算定方法 

【補正の内容】 

・平成 25 年度の利用実績は平成 25 年 10 月～平成 26 年 3月までの半年間であったため、１年間

利用したと想定し、その割合（２倍）を推計人口に乗じて算出。 

 

【補正の理由】 

・平成 25 年 10 月から開始している事業であり、半年間の利用実績では量の見込みが算出できな

いため。 
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平成２７年度新規事業のため実績なし 
 
 類似事業 
  ・子ども家庭支援センター（子どもと家庭の総合相談） 
  ・保健センター（育児相談） 
  ・子ども育成課（保育所及び学童クラブの入所相談） 
  

  
平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

利用

者支

援 

－ － － － － － 1か所 1か所 2か所 2か所 2か所 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利
用
者
支
援
事
業 

【概略】 

・子どもや保護者が、認定こども園・保育所・幼

稚園での学校教育・保育や、一時預かり、放課

後児童クラブ等の地域子育て支援事業の中から

適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身

近な場所で支援を実施する。 

・教育・保育施設や地域の子育て支援の事業等の

利用について情報集約と提供を行うとともに、

子どもや保護者からのそれらの利用にあたって

の相談に応じ、それらの人々に必要な情報提

供・助言をし、関係機関との連絡調整等を行う。 

 

 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・子育てに関して、不安や負担などを感じる

かについて、子育てについて気軽に相談で

きる人の有無別でみると、「いる／ある」に

比べ、「いない／ない」で「子どもの食事や

栄養に不安がある」「子どもの教育に不安が

ある」「子どもの友だちづきあいに不安があ

る」「配偶者の協力が少ない」「子育ての大

変さを身近な人が理解してくれない」「配偶

者以外に子育てを手伝ってくれる人がいな

い」「地域の子育て支援サービスの内容や利

用・申込方法がよくわからない」「住宅が狭

い」が高くなっており、子育てについて気

軽に相談できる人がいない人で不安感を感

じている事が多くなっていることがわか

る。 

・アンケートの自由意見欄に、保育所、幼稚

園、子育て支援策全般等に対する情報提供

を求める意見が多数見られた。 

・保育を希望する保護者の相談に応じ、認可

保育所のほか、認証保育所や一時預かり事

業、幼稚園預かり保育などの保育資源・保

育サービスについて、情報提供を行う。 

・気軽に相談ができる人がいないことから、

子どもが集まる場所に専任の相談員を配置

し、子どもを遊ばせながら気軽に相談が受

けられる環境の整備が必要である。 

単位：人 

④ 確保方策（案）  

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 ② 事業の概要 ⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

妊婦

健診 
－ － － － － － 413 390 368 347 328 

里帰り

妊婦

健診 

－ － － － － － 47 45 42 40 38 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査 

ア．内容 

【概略】 

・妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善

を目的として実施する。 

・早期の妊娠届出を受理することで（受診券を交

付し）、健診を受診する機会の確保と経済的負担

の軽減を図る。 

～H19 前期及び後期の 2回分のみの交付 

      超音波は出産予定日現在 35歳以上の方のみ

1回分交付 

H20  5 回分 

H21～ 14 回分 

H24～ 14 回分+超音波を全員に 1回分 

・里帰り等妊婦健康診査費助成制度 

 東京都外や助産院では受診券が使用できないた

め、出産後手続きを行うと、東京都の契約単価

を上限として費用の助成が受けられる。 

【費用負担】 

・従来、地方交付税措置により５回を基準として

公費負担を行っていたが、必要な回数（14回程

度の妊婦健診を受けられるよう、平成 20年度第

２次補正予算において公費負担を拡充した。 

イ．H26 年度予算 

 妊婦健康診査委託料 33,076 千円 

 六・九か月児健康診査等委託料（事務費） 7,780

千円 

 里帰り等妊婦健康診査費助成金 1,888 千円 

ウ．根拠法令：母子保健法 

エ．担当課：健康課 

 

 
 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣

改善を目的に、健診を受診する機会の確保

と経済的負担の軽減を図ため、妊娠届出を

受理時に受診券を交付している。 

・東京都外や助産院では受診券が使用できな

いため、出産後手続きを行うと、東京都の

契約単価を上限として費用の助成が受けら

れる、里帰り等妊婦健康診査費助成制度を

実施している。 

 

・妊婦届提出の実績を踏まえ、量の見込みと

確保方策を検討する。 
・妊婦の疾病等の早期発見、早期治療を目的

とし、母子共に安全安心な出産を目指す。 

 

単位：人 

④ 確保方策（案）  

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 ② 事業の概要 ⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 
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実績値 見込み値

※見込み量の算定方法 

・妊婦届出数について実績値を基に算出 
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平成 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

全戸

訪問 
－ － － － － － 207 196 185 174 165 

養育

支援 
－ － － － － － 

8 件 

74 日 

8 件 

74 日 

8 件 

74 日 

8 件 

74 日 

8 件 

74 日 

 

福生市の子ども・子育て支援に関する調査に基づく「量の見込み」「確保方策」ワークシート（12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
等 

（１）乳児家庭全戸訪問事業 

ア．内容 

【概略】 

・生後 4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪

問し、乳児及びその保護者の心身の状況ならび

に養育環境の把握を行い、子育てに関する情報

提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対し

て適切なサービスの提供に結びつけ、子どもが

健やかに育成できる環境整備を図る。 

・里帰り出産をした者や入院が長期に渡る場合は、

生後 4か月を過ぎても行うこと可能。 

・訪問は市職員（保健師、助産師等）及び市と委

託契約を締結した保健師又は助産師が実施。 

イ．H26 年度予算 2,280 千円 

ウ．根拠法令：児童福祉法（第 34条の 10） 

エ．担当課：健康課 

 

（２）養育支援訪問事業等 

ア．内容 

【概略】 

・養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者

の育児、家事等の養育能力を向上させるための

支援（相談支援、育児・家事援助など）を行う

事業（市町村が実施主体、民間主体への委託が

可能。） 

イ．平成 26 年度予算 986 千円 

ウ．根拠法令 

・児童福祉法（第 34 条の 10） 

エ．担当課： 子育て支援課 

 

⑥ 確保にあたっての課題・確保方策の方向性 

・アンケート調査結果から、子育てについて

気軽に相談できる人がいない人たちは不安

感を感じている事が多くなっている状況が

わかる。 

 

・少子化、核家族化により孤立し、祖父母や

近隣住民からの援助もない中で子育てをし

ていく保護者が不安に陥らないよう安心し

て子育てができるよう必要な支援や助言を

行うために、全戸訪問に努めていく。 

・相談支援については職員の相談技術のさら

なるスキルアップを図り、充実させていく。                

・育児、家事援助については現在の委託先と

の契約内容で対応が可能である為、引き続

き委託していく。 

 

単位：人 

④ 確保方策 （案） 

③ 事業量の実績と見込み ① 事業名 ② 事業の概要 ⑤ アンケート等からとらえた現状とニーズ 

※見込み量の算定方法 

【乳児家庭全戸訪問】 

人口と過去の訪問実績値の平均割合と推計人口をもとに算出。 

【養育支援】 

対象者の選定は、要保護児童対策地域協議会の中で行うので、ニーズ調査から見込み値の算

出はされない。また、年度により、実績にばらつきがあること、今後は特定妊婦に対する支援

の必要性が増えると考えられる為、過去 5年間の平均値を見込み値とした。 
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